
子育て環境No.1 のまちへ

　地域ぐるみの子育て支援活動に、自らの子育て体験を生かしたいといった意志を持つ老若男女が、実践活
動（子育てサポーター活動や子育てサロンスタッフなど）を推進するための知識と技量を高める研修講座です。
　また、行田市ファミリー・サポート・センターの会員としての資質を磨く機会です。

▶対　　象	 子育てサポーターまたは子育てサロンスタッフとしての基礎知識を学び、
	 広く地域社会に貢献したいと願う、子ども好きで健康な方
▶募集人数	 100人（昨年度以前の修了者の再受講も可、年齢・性別は問いません）
▶受 講 料	 無料（ただし、県立さきたま史跡の博物館入館料200円は実費負担）
▶主　　催	 行田市教育委員会、行田市社会福祉協議会、NPO法人子育てネット行田
▶共　　催	 埼玉県家庭教育振興協議会
▶申し込み	 ひとつくり支援課、行田市社会福祉協議会、NPO法人子育てネット行田事務局で配付している申

込書に必要事項を記入の上、5月31日㈮(必着)までに郵送またはFAXで提出してください。
	 ひとつくり支援課　【郵送】〒361—0052	行田市本丸２—20　【FAX】556—0770
	 行田市社会福祉協議会
	 【郵送】〒361—0002	行田市酒巻1737—1総合福祉会館「やすらぎの里」内　【FAX】557—5411
	 NPO法人子育てネット行田事務局　
	 【郵送】〒361—0032	行田市佐間1—13—1　【FAX】556—7765
▶問い合わせ	 同課☎556—8319、同協議会☎557—5400、同事務局☎556—7765

平成25年度　子育てサポーター養成講座受講生募集
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6月4日㈫	
午前10時～11時45分 中央公民館

第1学習室	
（「みらい」内）

・開講式
・開講記念講演	
　「砂漠に育つ動植物から見えてくること」

稲永忍さん	
（ものつくり大学学長）　	

6月11日㈫	
午前10時～11時30分

・講義	
　「今こそ、新しく親とともに学びあう時」

金子秀樹さん	
（埼玉県立総合教育センター	
社会教育主事）

6月18日㈫	
午前10時～11時30分

中央公民館
レクリエーション室
（「みらい」内）

・講義、実技	
　「幼児と音楽の関係」

志村洋子さん	
（埼玉大学教育学部教授）

6月25日㈫	
午前10時～11時30分

｢みらい｣文化
ホール

・公開講座	
「みんなでうたおう」～乳幼児とその保護者・
地域の皆さんと一緒に楽しみ合う～

ソプラノ 諏訪桃子さん
秋谷純子さん

フルート 長谷川千晶さん
ピアノ　 齋藤真澄さん

7月2日㈫	
午前10時～11時30分

埼玉古墳群周辺
（県立さきたま史
跡の博物館集合）

・講義
　「自然観察会」～動植物の観察、そして自然史
を語る～

島田勉さん	
（㈶埼玉県生態系保護協会会
員）

７月9日㈫	
午前10時～11時30分 行田市消防署 ・講義、実技	

　「救急隊から学ぶこと」 消防署職員

７月11日㈭	
午前10時～正午

中央公民館
第1学習室	
（「みらい」内）

・講義	
	　「子どもの成長～健診から気づくこと～」
・交流会
・閉講式（修了証授与）

保健センター職員
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母子家庭・父子家庭の皆さんへ

母子家庭等高等技能訓練促進費などが給付されます

▶対象　市内に住所を有する母子家庭の母親または
父子家庭の父親で、次のすべての要件に該当する
方
・児童扶養手当の支給を受けている、または同様
の所得水準にある方
・対象の資格を取得するため、養成機関において
	 2年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取
得が見込まれる方
・就業または育児と修業の両立が困難であると認
められる方
・過去に高等技能訓練促進給付費の支給を受けた
ことがない方

▶対象資格　看護師、准看護師、理学療法士、作業
療法士、介護福祉士、保育士など
▶支給対象期間
　【高等技能訓練促進費】修業訓練の全期間に支給
　※支給期間上限２年間
　【入学支援修了一時金】養成機関のカリキュラムを

修了した場合に支給
▶支給額
　【高等技能訓練促進費】
・市町村民税非課税世帯	…月額	10万円
・市町村民税課税世帯	……月額		70,500円
　【入学支援修了一時金】
・市町村民税非課税世帯	…50,000円
・市町村民税課税世帯	……25,000円
▶その他　必要書類については面接時に説明します。
▶問い合わせ	 子育て支援課子育て支援担当（内線
262）

福
祉
の
店「
き
ゃ
ん
ば
す
」が

4
月
18
日
㈭
に
オ
ー
プ
ン
し
ま
す

避難所に指定された桜ヶ丘公民館

　母子家庭の母親または父子家庭の父親が、就職の際に有利で生活の安定に役立つ資格を取得するため、養成
機関で修業する場合、「母子家庭等高等技能訓練促進費」を、また訓練終了後に「入学支援終了一時金」を支給し
ます。必ず受講前に相談してください。
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